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(単位：円）

 １．収入

　　　 義援金収入 5,746,945,018 

　　　 利息収入 6,578 

　　　　　　　 収入合計 5,746,951,596 

 ２．支出

　　　 義援金支出 4,875,982,700 

　　　　 岩手県 464,472,600 

　　　　 宮城県 2,474,856,700 

　　　　 福島県 1,706,407,900 

　　　　 茨城県 230,245,500 

　　　　　　　  支出合計 4,875,982,700 

 ３．収支差額 870,968,896 

東日本大震災義援金収支計算書

自　平成２６年　４月　１日

至　平成２８年　３月３１日



１．東日本大震災義援金収支計算書作成の基礎 

本収支計算書は、日本赤十字社（以下、「当社」という。）が平成２６年４月１日から

平成２８年３月３１日（以下、「受付期間」という。）までに受け付けた東日本大震災義

援金に係る収支の結果について、義援金寄託者に報告・開示するため、日本赤十字社東日

本大震災義援金収支計算書作成要領に基づいて、重要な会計方針に記載されている会計方

針に従って作成されている。 

本収支計算書は、それ以外の目的に適合するものではなく、例えば、当社の財政状態、

経営成績及びキャッシュ・フローの状況を表示することを目的とした財務諸表に相当する

ものではない。 

当社の実施する東日本大震災に関する義援金募集業務においては、不特定多数の義援金

寄託者からの入金（当社本社への持参現金及び当社支部で受け付けた義援金の本社への送

金額等を含む）を当社が指定した金融機関の口座（以下、「指定口座」という。）におい

て受け付け、その受け付けた金額と利息収入を合わせた金額について、義援金配分割合決

定委員会において決定された配分割合に基づき算定された金額を地方公共団体に送金す

る。 

また、当社の口座については、原則として決済性預金を使用しているが、金融機関が決

済性預金の制度を設けていない等の理由により、非決済性預金となっている一部の口座に

おいて預金利息が発生している。 

当該入金及び支出に係る事務費用については、当社の一般会計の経費として処理してお

り、当該義援金を充当していない。 

 

２．重要な会計方針 

(1) 義援金収入 

義援金収入は、義援金寄託者から東日本大震災に係る義援金として、受付期間に指定

口座に入金された収入金額（受付期間末日までに指定口座以外の口座に入金されて受付

期間経過後に指定口座に振り替えた金額を含む）を計上している。 

(2) 利息収入 

利息収入は、指定口座に入金された預金利息（受付期間末日までに指定口座以外の口

座に入金された預金利息のうち、受付期間経過後に指定口座に振り替えた金額を含む）

を計上している。 

(3) 義援金支出 

義援金支出は、配分決定後の支出要請に基づき、受付期間に入金された義援金収入を原

資として地方公共団体に送金された支出金額から地方公共団体からの返納額（受付期間末

日までに返納が決定され、受付期間経過後に指定口座に入金された額を含む）を控除した

金額を計上している。 

(4) 収支差額 

収支差額は、受付期間末日現在の義援金収支差額である。 

 

３．地方公共団体からの返納額 

受付期間内に義援金支出から控除された義援金返納額はありません。 


